
他市の目標の立て方 

 

計画期間中に施設が新設、廃止された場合の取り扱いについて 

・年度当初に新設された場合は、当該年度を基準年度値とみなす。 

年度途中に新設された場合は丸１年分の値が出ないため、新設翌年度値を基

準年度値としてみなす。（吉川市） 

 

イメージ： Ａ施設（基準年度の排出量が５トン）、Ｂ施設（３トン）が存在し、

Ｃ施設を２６年度途中に新設する場合。 

       

      →平成２７年度までは基準値８トン、実績算定の対象施設はＡ、Ｂ

のみで、Ｃは算定の対象外。 

       平成２８年度からは基準値が８＋Ｃトン。実績算定の対象施設は

Ａ、Ｂ、Ｃの３施設。 

 

 

 

近隣市 目標 

上尾市 平成１６年度を基準値とし、平成１９年度から２４年度の間に

基準値から６％削減することを目標とする 

桶川市 （第２

次） 

  

平成２４年度を基準値とし、平成２４年度から２９年度の間に

基準値から２％削減することを目標とする 

鴻巣市 平成１８年度を基準値とし、平成２０年度から２４年度の間に

基準値から６％削減することを目標とする（毎年１％以上の削

減という考え方） 

吉川市 平成２２年度を基準値とし、平成２３年度から２７年度の間に

基準値から３％削減することを目標とする 

蓮田市 平成１４年度を基準値とし、平成２１年度から２５年度の間に

基準値から７．０８％削減することを目標とする 


